
議案第56号 

 

大磯町町税条例の一部を改正する条例 

 

大磯町町税条例（昭和50年大磯町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

第20条第１項中「第15条の３第２項」を「第15条の３第３項」に改める。 

附則第６条第３号中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項第１号イ」に

改め、同条第４号中「附則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条第27項第１号ロ」に改

め、同条第５号中「附則第15条第30項第１号ハ」を「附則第15条第27項第１号ハ」に改め、

同条第６号中「附則第15条第30項第１号ニ」を「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同

条第７号中「附則第15条第30項第２号イ」を「附則第15条第27項第２号イ」に改め、同条

第８号中「附則第15条第30項第２号ロ」を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同条第

９号中「附則第15条第30項第２号ハ」を「附則第15条第27項第２号ハ」に改め、同条第10

号中「附則第15条第30項第３号イ」を「附則第15条第27項第３号イ」に改め、同条第11号

中「附則第15条第30項第３号ロ」を「附則第15条第27項第３号ロ」に改め、同条第12号中

「附則第15条第30項第３号ハ」を「附則第15条第27項第３号ハ」に改め、同条第13号中「附

則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、同条中第14号を削り、第15号を第14号

とする。 

附則第16条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自動車が

平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「こ

の条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条に次の３項を加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（自家用の乗用

のものを除く。）に対する第27条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４

月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第27条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に



は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第27条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日（平成30年６月６日）から

令和３年３月31日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に地方税

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則第15条第41項に規定す

る中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条第41項

に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規定する機械

装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第41項に

規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により

機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41

項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡

しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行の日（令和２年４月

30日）から令和３年３月31日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）

内に旧法附則第64条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」と

いう。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に

規定する家屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項に

おいて「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用さ

せる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家

屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋



及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

４ 改正後の大磯町町税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。 

 

 

令和３年８月30日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    


